
2026 年 1 月 

まごころ修理保証制度 会員各位 

パナソニック テクノサービス株式会社 

長期安心修理サポートセンタ－ 

 

まごころ修理保証制度 会員規約等 改定のお知らせ 

 

謹啓 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 

この度、下記の通り、「まごころ修理保証制度 会員規約」の改定を行わせていただきます。 

また、ウェブサイトにおける申込フォームの一部変更を行わせていただきます。 

誠に恐れ入りますが、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。 

謹白 

 

（記） 

 

① 「まごころ修理保証制度会員規約」の改定について 

改定後の規約は別紙１をご参照ください。 

（改定時期）   2026 年 3月 27 日より 

（主な改定内容）  

・各条項の文章表現を一部変更いたします。 

・従来の第 5条・第 6条を、第 5条（個別契約の申込み・契約料の支払手続き）に集約 

・従来の第１１条を、第１０条（契約顧客・契約物件に関する情報の提供）に変更及び第 2項を追加 

・第１１条（個別契約の解約）、第１４条（会員資格の譲渡禁止）、第１６条（不可抗力）、第１７条（損害賠償）、

第２０条（紛争解決）を追加 

  

※お申込みの流れや契約料のご請求方法などの運用に関しては従来と変わりません。 

 

 

② 長期安心修理サービスお申込みフォームの一部変更 

弊社の長期安心修理サービス ウェブサイト（https://sumai.panasonic.jp/anshin/）にて、各物

件のご契約お申込み時における、お客様情報のご入力フォーム画面に、ご誓約事項を追加させてい

ただきます（チェックボックスにて必須入力となります）。 

内容は別紙２をご参照ください。 

（変更時期） 2026 年 3 月下旬予定 

 

以上 

https://sumai.panasonic.jp/anshin/


 

別紙１ まごころ修理保証制度会員規約 2026 年 3月 27 日改定版 

 
まごころ修理保証制度 会員規約 
 
第１条（目的） 

本規約は、まごころ修理保証制度会員（以下「本会員」という）が、パナソ
ニックテクノサービス株式会社（以下「当社」という）が提供する「長期安
心修理サービス」（以下「本サービス」という）を、パナソニック設備商品の
販売時に顧客の代行で申込手続きを行うことを目的とします。 

第２条（定義） 
本規約において次の各号に定める用語は、次の通り定義されるものとします。 
（１）「契約顧客」：本会員の顧客のうち、当社より本サービスの提供を受け

る顧客 
（２）「契約商品」：日本国内の物件に設置、使用されるパナソニック設備商

品のうち、「長期安心修理サービス規定」（以下「サービス規定」という）
に基づき本サービスの対象となる商品 

（３）「契約物件」：契約顧客が所有、又は管理し、かつ契約商品を設置する
戸建住宅及び集合住宅の物件 

第３条（本会員の資格） 
１．本会員は、契約商品を販売する事業者であり、かつ契約物件に契約商品

を納入していること 
２．本会員は、本会員のアフターサービスの一環として、契約商品販売後に

おいても契約顧客との継続した関係を図ること 
３．本会員は、本規約に定める内容を承諾のうえ、遵守すること 

第４条（本会員の登録） 
本会員は、本会員の登録には、当社の指定する方法に従うものとします。 

第５条（個別契約の申込み・契約料の支払手続き） 
１．長期安心修理サービス契約（以下「個別契約」という）は、契約物件毎

に契約顧客と当社との間で締結されるものとします。本会員は、別途当社
が定める条件を満たすことで、契約顧客より本サービスの申込み及び契約
料金（以下「契約料」という）の支払手続きを代行することができるもの
とし、その場合は、本会員が契約料を支払期限までに当社へ現金一括で支
払いすることで、個別契約が成立するものとします。なお、契約料の支払
い時に発生する振込手数料は本会員が負担するものとします。 

２．本会員は、本サービスの有効期間の終了後に、同一商品における個別契
約の更新を申込むことは出来ないものとします。 

第６条（確認書の送付） 
当社は、個別契約の成立都度、本サービスの契約内容確認書（以下「確認書」
という）を発行し、本会員へ送付するものとします。本会員は、自己の費用
と責任において、確認書を契約顧客へ届けるとともに、本サービスの有効期
間終了後まで確認書の写しを保有するものとします。 

第７条（契約顧客からの修理依頼方法） 
本会員は、本サービスの有効期間中に契約顧客が使用する契約商品に不具合
が生じた場合は、契約顧客から本会員が受付し、確認書に記載する当社の本
サービス専用の修理依頼先（以下「修理依頼先」という）へ連絡するものと
します。ただし、所定の修理依頼先以外に修理を依頼した場合は、本サービ
スの提供を受けられないものとします。なお、契約顧客から修理依頼先への
直接の修理依頼も可能としますが、その場合の修理完了報告は当社から契約
顧客のみに行うものとします。 

第８条（本サービス対象外の修理費用） 
サービス規定に定めた本サービスの対象外の場合、又は免責事項に該当する
場合に発生する修理費用は、当社より契約顧客に対して請求するものとしま
す。 

第９条（契約顧客への告知義務） 
本会員は、本サービスの実施が円滑に行われるよう、サービス規定及び確認
書に基づき、契約顧客及び契約物件の管理者に次の内容を告知するものとし
ます。 
（１）本サービスの内容、本サービスの有効期間、契約商品及び免責事項な

ど、本サービスがサービス規定に基づいて提供されること 
（２）契約顧客からの修理依頼方法 
（３）本サービスの有効期間中に契約顧客、契約物件の名称、連絡先、区画

整理や市町村合併による住居表示、管理者に変更がある場合、又は第
三者へ契約物件を貸与、譲渡された場合は、当社の本サービスお問合
せ窓口へ連絡すること 

（４）前項に違反した場合は、本サービスの提供が受けられないこと 
第１０条（契約顧客・契約物件に関する情報の提供） 

１．本会員は、申込手続き代行の前に、「個人情報保護法」に基づく公表事項
（長期安心修理サービス）」に基づき、本サービスの提供の目的のために必
要とする契約顧客及び契約物件の情報（個人情報含む）を当社へ提供する
ことの同意を契約顧客から事前に得た上で、当該情報を当社へ提供するも
のとします。なお、同意を得られない場合、又は本会員の当社への情報提
供の不備により発生した契約顧客との間のトラブル等について、当社は一
切の責任を負わないものとします。 

２．本会員は、個別契約の成立後に、当社に提供した前項の情報の変更を契
約顧客に代行して行う場合は、別途当社が定める条件を満たすことで、当
社に変更の申し入れをするものとします。 

第１１条（個別契約の解約） 
本会員は、個別契約の解約手続きを顧客に代行して行う場合は、所定の窓口
へ通知するものとします。契約料の振込日より８日以内の解約の場合に限り、
当社は本会員に対して、解約する契約商品の契約料を全額返金します。なお、
振込日より９日目以降は、如何なる理由があっても、返金されません。 

第１２条（秘密保持） 
本会員は、本規約及び本規約に関連して相手方から知り得た情報を、本規約
に定める目的以外に利用してはならないものとします。また、本会員は、こ
れらの知り得た情報を秘密として保持し、第三者に対して開示、漏洩公表等
しないものとします。ただし、知り得た時に公知、既知のもの、知り得た後
に自己の責によらず公知となったもの及び秘密保持義務を課されることな
く第三者より入手したものについてはこの限りではありません。 

第１３条（本会員の責務） 
本会員は、契約顧客の苦情、又は異議申立て等に対し、誠実に対応し、解決
を図るよう努めるものとし、苦情又は異議申立てが本会員の責めに帰すべき
事由による場合は、本会員は自らの責任と費用において解決するとともに、
当社に対して何らの迷惑又は損害を与えないものとします。 

第１４条（会員資格の譲渡禁止） 
本会員は、本サービスを利用する権利及び本規約を通じて得た権利・義務の
全部又は一部を、有償無償を問わず、第三者に譲渡すること、貸与すること、
又は担保に提供することはできません。 

第１５条（本会員の登録解除） 
１．本会員は、本会員の登録の解除を希望する場合は、事前に当社に書面に

て通知するものとします。 
２．本会員は、本規約に掲げるいずれかの条項に違反したとき、当社及びグ

ループ会社の信用を著しく棄損する行為を行ったとき、又は本サービスに
関して契約顧客に対し不当な運用を行ったとき、当社は、本規約の他の定
めに拘わらず、かつ催告その他何等の手続きを得ることなく、契約顧客へ
の本サービスの提供を直ちに中止し、本会員の登録資格を喪失させること
ができるものとします。 

３．当社は、本会員が５年間、個別契約の申込手続きの代行を行わなかった
場合は、催告その他何等の手続きを得ることなく、本会員の登録資格を喪
失させることができるものとします。 

第１６条（不可抗力） 
天変地異、戦争、内乱、火災、法令の制定改廃、伝染病や感染症、電気・ガ
ス・水道等の供給不足、公権力による命令や措置、労働争議、交通機関や通
信回線の事故、その他当社の責任ではない事由に起因する本規約の履行遅滞、
又は履行不能については、当社は本会員又は契約顧客に対し、何らの責任も
負わないものとします。 

第１７条（損害賠償） 
本会員は、本規約の条項に違反し、当社及び契約顧客に損害を与えた場合は、
当該損害を賠償するものとします。 

第１８条（反社会的勢力の排除） 
１．本会員は、自己が、反社会的勢力（暴力団員、暴力団員でなくなった時

から５年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、
政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をい
う。以下同じ。）に該当しないこと、不当に反社会的勢力を利用していると
認められる関係を有しないこと、反社会的勢力に対して資金等を提供し、
又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこ
と及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明
し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証するものとします。 

２．本会員は、自ら、又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責
任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、
風説を流布し、偽計、又は威力を用いて他人の名誉・信用を毀損し、又は
他人の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを
表明し、保証するものとします。 

第１９条（本規約の改定） 
１．当社は、法令で認められる範囲に限り、個別に本会員と合意することな

く本規約の内容を変更する場合があります。 
２．当社は、本規約の変更をするときは、変更後の内容及びその効力発生時

期を書面、又はインターネットの利用等の方法により本会員へ告知した上
で、効力発生時期以降、変更後の規約を適用します。本会員は、必要に応
じて、自己の判断に基づき、契約顧客に対して当該変更を通知するものと
します。 

第２０条（紛争解決） 
本会員と当社との間の本規約及び本サービスに関する紛争については、大阪
地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
 
 

以上 
 
 

 

 



 
別紙２ 長期安心修理サービスお申込みフォームの一部変更 

 

 お客様情報のご入力フォーム画面にて、下記についてチェックボックス入力にてご誓約いただきます。 
 

まごころ修理保証制度会員による代行申請時の誓約 

 

パナソニック設備商品の管理者様又は所有者様 (以下総称して「お客様」といいます) 以外の販売事業者様が、まご

ころ修理保証制度会員（以下「会員」といいます）に登録された上で、お客様の代行で「長期安心修理サービス」

(以下「本サービス」といいます)のお申込みをされる場合は、以下をご確認の上、会員よりご誓約いただく必要があ

ります。ご誓約がない場合は、お申込みができません。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

以下の事項について確認の上、誓約します。 

 

１. お客様が、長期安心修理サービス規定に基づく本サービス内容について、ご確認の上ご理解くださり、これらを

全て承諾されていることを確認しています。 

２. 上記１に基づきお客様が承諾をした上で、申込代行手続きおよび契約料支払手続きを会員が代行することについ

て、委託を受けています。 

３. お客様が、パナソニック テクノサービス株式会社（以下「貴社」といいます）の本サービスに関する個人情報

保護方針を確認の上同意しており、所有者の個人情報を、会員を通じて貴社へ提供することについて、お客様の

同意を得ています。 

４. 会員およびお客様が、反社会的勢力に該当しないことを保証し、万一この保証に反する事実が存する場合には、

本サービスにかかる権利の喪失、損害等一切の責任を貴社に負わせないことを承諾しています。 

５. 会員の手続きに不備やその他何らかの瑕疵があり、本サービスの提供が困難になる等の問題が生じた場合には、

会員が責任をもってお客様との間で問題を解決するものとし、貴社に負担を負わせないことを承諾しています。 

 
 
 
 
 

 


